
短時間通リハ（３時間以上４時間未満）

1割負担 ¥522

2割負担 ¥1,044

3割負担 ¥1,566

1割負担 ¥608

2割負担 ¥1,215

3割負担 ¥1,822

1割負担 ¥692

2割負担 ¥1,383

3割負担 ¥2,075

1割負担 ¥798

2割負担 ¥1,596

3割負担 ¥2,394

1割負担 ¥906

2割負担 ¥1,812

3割負担 ¥2,718

1割負担 ¥2,518

2割負担 ¥5,035

3割負担 ¥7,553

1割負担 ¥4,693

2割負担 ¥9,386

3割負担 ¥14,079

要介護度 負担割合 単位 金額

要介護１ 470

金額

要介護２ 547

要介護３ 623

要介護４ 719

要支援1 2268

要支援２ 4228

要介護５ 816

要支援 負担割合 単位



費目 算定単位 単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

6月以内

560
¥622 ¥1,244 ¥1,856

6月超

240
¥267 ¥533 ¥800

6月以内

593
¥659 ¥1,317 ¥1,957

6月超

273
¥303 ¥606 ¥909

入浴介助加算Ⅰ 1回につき 40 ¥45 ¥89 ¥134 浴槽を利用して入浴される場合に加算される。

入浴介助加算Ⅱ 1回につき 60 ¥67 ¥134 ¥200

入浴介助加算Ⅰの条件に加え、専門職が利用者の

自宅の浴室環境及び動作を評価し、個別の入浴計

画を作成し、それに基づいた入浴介助を行った際
サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）
1回につき 18 ¥20 ¥40 ¥60

介護職員の総数のうち、介護福祉士が50％以上配

置されている場合に加算される。

中重度者ケア体制加算 1回につき 20 ¥23 ¥45 ¥67
中重度要介護者を受け入れる人員体制を図る事業

所に認められる加算。

科学的介護推進体制加算 1月につき 40 ¥45 ¥89 ¥134

科学的介護情報システム（LIFE)へのデータ提出と

フィードバックの活用をしている場合に加算され

る。

移行支援加算 1回につき 12 ¥14 ¥27 ¥40

社会参加に資する取り組みにより通所介護などの

利用移行に繋げる活動を行う事業所に認められる

加算。

短期集中リハビリテーショ

ン実施加算

退院日又は認定

日から3か月以

内

110 ¥123 ¥245 ¥367

左記の期間に集中的にリハビリテーションを行っ

た場合。

3時間以上4時間

未満
12 ¥14 ¥27 ¥40

4時間以上5時間

未満
16 ¥18 ¥36 ¥54

5時間以上6時間

未満
20 ¥23 ¥45 ¥67

6時間以上7時間

未満
24 ¥27 ¥54 ¥80

重度療養管理指導加算 1回につき 100 ¥111 ¥222 ¥333

要介護度3～5であって厚生労働大臣が定める状態

である者に対して医学的管理のもと、通所リハビ

リテーションを行った場合に加算される。

口腔機能向上加算Ⅰ
1回につき（月2

回まで）
150 ¥167 ¥333 ¥500

言語聴覚士などを中心に、口腔機能にかかる計画

を作成し、それに基づくサービス実施等を行って

いる場合に加算される。

口腔機能向上加算Ⅱ
1回につき（月2

回まで）
160 ¥178 ¥356 ¥533

口腔機能向上加算Ⅰの要件に適合し、内容に関す

るデータを科学的介護情報システム（LIFE)を用い

て厚生労働省に提出しケアの質の向上を図る場合

に算定される。

リハビリテーション提供体

制加算

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一定基

準以上配置されている場合に算定される。

リハビリテーションマネジ

メント加算Aイ
1月につき

月1回以上リハビリテーション会議を実施。意思が

詳細な支持を行い計画作成に関与した専門職種が

説明する場合に加算される。（6ヶ月超えた場合は

3か月に一度以上会議を実施。

リハビリテーションマネジ

メント加算Ａロ
1月につき

リハビリテーションマネジメント加算Aイの要件に

適合し、内容に関するデータを科学的介護情報シ

ステム（LIFE)を用いて厚生労働省に提出しケアの

質の向上を図る場合に算定される。

要介護加算



生活行為向上リハビリテー

ション実施加算

利用開始した日

の属する月から

6ヶ月以内

1250 ¥1,388 ¥2,775 ¥4,163

専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又

は研修を修了した理学療法士もしくは言語聴覚士

が配置され、リハビリテーション実施計画を予め

定めて、リハビリテーションを提供する場合に加

算される。



費目 算定単位 単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

サービス提供体制加算Ⅱ1 1月につき 72 ¥80 ¥160 ¥240

サービス提供体制加算Ⅱ2 1月につき 144 ¥160 ¥320 ¥480

退院時共同指導加算 1回につき 600 ¥666 ¥1,332 ¥1,998

医療機関からの退院後に介護保険でのリハビリ

テーションを行う際、リハビリテーション事業所

の理学療法士などが医療機関の退院前カンファに

科学的介護推進体制加算 1月につき 40 ¥45 ¥89 ¥134

科学的介護情報システム（LIFE)へのデータ提出と

フィードバックの活用をしている場合に加算され

る。

短期集中リハビリテーショ

ン実施加算

退院日又

は認定日

から3か月

以内

110 ¥123 ¥245 ¥367
左記の期間に集中的にリハビリテーションを行っ

た場合。

生活行為向上リハビリテー

ション実施加算（開始月か

ら6ヶ月以内）

1月につき 562 ¥624 ¥1,248 ¥1,873

専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又

は研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士

が配置され、リハビリテーション実施計画を予め

定めて、炉はビリテーションを提供する場合に加

算される。

口腔機能向上加算Ⅰ

1回につき

（月1回ま

で）

150 ¥167 ¥333 ¥500

言語聴覚士などを中心に、口腔機能にかかる計画

を作成し、それに基づくサービス実施等を行って

いる場合に加算される。

口腔機能向上加算Ⅱ

1回につき

（月1回ま

で）

160 ¥178 ¥356 ¥533

口腔機能向上加算Ⅰの要件に適合し、内容に関す

るデータを科学的介護情報システム（LIFE)を用い

て厚生労働省に提出しケアの質の向上を図る場合

に算定される。

12月超減算21 1月につき -120 ¥-134 ¥-267 ¥-400

12月超減算22 1月につき -240 ¥-267 ¥-533 ¥-800

介護職員の総数のうち、介護福祉士が50％以上配

置されている場合に加算される。

利用を開始した日の属する月から起算して12月を

超えた期間に利用した場合、減算される。

要支援加算


